
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

【表１】地域生活移行推進事業利用者数        【表２】地域移行支援サービス利用者数         【表３】地域移行支援サービス利用者の退院先 
 
 
 
 
 
 

 退院者 自宅 
(賃貸住宅等) 

グループホーム サービス付高齢者住
宅、有料老人ホーム 

令和３年度 11 ３ ７ １ 
令和４年度 13 １ 10 ２ 
令和 5 年度 7 1 6 0 

 新規 
利用 

継続 
利用 

計 

令和３年度 ５ ０ ５ 
令和４年度 ３ ５ ８ 
令和 5 年度 8 0 8 

 新規 
利用 

継続 
利用 

計 

令和３年度 14 ６ 20 
令和４年度 12 6 18 
令和 5 年度 10 3 13 

 

●退院意欲を喪失している患者に対して、寄り添いながら信頼関係を築くことで、退院意欲の向上を図る。 

●ピアサポーターの活用など、地域生活がイメージできるような支援を行うことで、地域移行支援の申請に向けた支援を行う。 

●地域移行支援の支援者交通費を公費で負担することにより、本人の経済的負担を解消し、福祉サービスの利用促進を図る。 

 

 

 
精神科病院 

病状が安定し退院可能な⾧期入院患者 

・精神科病院や区保健
福祉センターからこころ
の健康センターが⾧期
入院患者の退院に向
けた相談を受ける。 

 

１ 退院に向けた相談 

・こころの健康センターが 
精神科病院へ訪問し 
面接・相談を実施。 

対象者の状況把握 
退院阻害要因の把握  
家族関係の調整等   

・地域移行支援の対象者 
になるか判断 

２ 面接・相談 

・事業所支援者やピアサポ
ーターによる支援を実施。 
・ピアサポーターの語り 
・外出支援 
・地域生活の見学・体験 
・地域移行支援の申請 
支援 

３ 支援の実施 

 

・本人による申請手続き 
区保健福祉センターへ地
域移行支援（福祉サービ
ス）の申請を行う。 

・支給決定後、相談支援事
業所と契約し、サービスが
開始される。 

４ 地域移行サービス申請・契約 

・相談支援事業所が本人へサ
ービス提供を行う。 

・外出同行 ・宿泊体験 
・日中活動の場の見学・体験 
・住居探しや契約手続き支援 
・生活用品の相談・買物同行 
・福祉サービス申請等の支援 

 

５ 地域移行サービスによる支援 

退院 入院 

月 3 回(ピア月２回) 
180 日間の支援 

連携 
委託事業所（支援者）・ピアサポーター 区保健福祉センター・こころの健康センタ

ー 
相談支援事業所 区保健福祉センター 

連携 

月２回・６か月間の支援 
（更新あり） 

地域生活移行推進事業、地域移行支援サービス等実績 

地域生活移行推進事業 地域移行支援サービス（福祉サービス） 

地域生活移行推進事業について  

大阪市の特徴 

精神科病院が府下（遠方）にある 
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